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湯浅町放課後児童健全育成事業（田村放課後児童クラブ）運営業務委託プロポーザル実施要領 
 
 
１ 趣旨 

湯浅町（以下「町」という。）では、放課後児童健全育成事業の運営業務（以下

「本業務」という。）を委託することにより、町の立場に立って、町が求める諸条件

等を的確に運営に反映し、円滑に業務を遂行させるとともに、利用者サービスの向

上等、効率的かつ適正な運営を実現することを目的とする。 
本実施要領は、本業務を受託する事業者を選定するにあたり、価格のみではなく

業務実績、専門性、企画力、創造性を勘案し、総合的に判断して最適な事業者を公

募型プロポーザル方式により選定するにあたり、参加要件、選定手続きその他必要

な事項を定めるものである。 
 
２ 業務概要 

⑴ 委託業務名：湯浅町放課後児童健全育成事業（田村放課後児童クラブ）運営業

務 

⑵ 業務内容：別添「湯浅町放課後児童健全育成事業（田村放課後児童クラブ）運

営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に記載のとおり 

⑶ 履行期間：令和８年９月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

また、契約締結の翌日から令和８年８月３１日までの間を開設準

備期間とし、支援員等の確保、統括体制の確立などを行う。ただ

し、準備期間中に発生した費用は本委託料の対象としない。 

 

３ 見積書の上限金額（３ヵ年） 

１８，４４８，０００円 

（内訳） 令和８年度    ３，９５５，０００円 

令和９年度    ７，０８６，０００円 

令和１０年度   ７，４０７，０００円 

 
なお、本事業に係る消費税は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条

に係る別表第２第７号ロの社会福祉法（昭和２６年法律第４５条）第２条（定

義）に規定する社会福祉事業に該当することから非課税取引とする。 
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４ 業務委託料の算定方法 

各年度の業務委託料は、放課後児童健全育成事業の交付金算出に係る「子ども・

子育て支援交付金交付要綱（令和８年こ成事第１７４号）第４条の算定方法により

算出された額（県・町負担分含む）に次に定める料（額）を加算等して得た合計額

を業務委託料とする。 

なお、年度途中において児童数の変動等があった場合は、年度末に精算する。 

① 通年利用料（一人） 

(a) １か月利用料      ５，０００円／月 

(b) 学年始休業日加算    １，０００円／期間 

(c) 夏季休業日加算     ４，０００円／期間 

(d) 冬季休業日加算     １，０００円／期間 

(e) 学年末休業日加算    １，０００円／期間 

② 長期休業日のみ利用料（一人） 

(a) 学年始休業日      ３，０００円／期間 

(b) 夏季休業日       ９，０００円／期間 

(c) 冬季休業日       ６，０００円／期間 

(d) 学年末休業日      ３，０００円／期間 

③ 短期利用料（一人） 

(a) 半日利用          ５００円／日 

(b) 一日利用        １，０００円／日 

※短期利用料については、①通年利用料の額を上限とする。 

④ その他 

委託者の要請又は受託者の都合等により開所日等に変更がある場合は、協議

により増減額を決定する。 

 

５ 参加資格 

本件プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者 

であること。 

⑴ 放課後児童健全育成事業運営に関する知識、経験及び信用を有すること。 

⑵ 過去に放課後児童健全育成事業について受託した実績を有しており、現在も 

稼働中であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（一般競 

争入札の参加者の資格）の要件に該当しない者であること。 

⑷ 町の競争入札等に係る指名停止措置を受けていない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定により再
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生手続開始の申立てがされていない者であること。 

⑹ 破産法に基づく破産手続き開始の申立てがされていない者であること。 

⑺ 実施要領の公表日から受託候補者特定の日までのいずれかの日において、町が

行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱（平成２２年湯浅町告示第７

５条）に基づく排除措置を受けていないこと。 

⑻ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

 

６ スケジュール（予定） 

⑴ 公 募 の 開 始      令和８年 ５月 １日（金） 

⑵ 参加申込書提出      令和８年 ５月１５日（金）１７時まで 

⑶ 質 問 受 付      令和８年 ５月２２日（金）１７時まで 

⑷ 企画提案書提出      令和８年 ６月 ５日（金）１７時まで 

⑸ 企画提案評価会      令和８年 ７月初旬 

（プレゼンテーション及びヒアリング） 

⑹ 選考結果の通知      令和８年 ７月中旬 

⑺ 事 業 開 始      令和８年 ９月 １日（火） 

 

７ プロポーザル参加申込書の作成及び提出 

⑴ 提出書類 

参加申込書を提出し、本プロポーザルに参加する者は、次のとおり必要書類を

提出すること。 

 法人 個人 必要部数 

①参加申込書（様式１） 〇 〇 １部 

②事業者概要書（様式２） 〇 〇 １部 

③事業者の業務実績（様式３） 〇 〇 １部 

④事業税及び法人税の納税証明書 〇  １部 

⑤事業税及び所得税の納税証明書 

※事業税及び所得税が非課税の場合は、非課税証明

書又は代表者の市町村税の完納証明書 

 〇 １部 

 

⑵ 提出期限：令和８年５月１５日（金） １７時まで（必着） 

⑶ 提出方法：持参又は郵送（簡易書留に限る）により提出すること。 

        持参の場合は、平日９時００分から１７時００分の受付とする。 

        郵送の場合は、必ず送付の旨の連絡を教育委員会幼児教育係へ行う 

        こと。 
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⑷ 提出場所：湯浅町教育委員会幼児教育係 

        〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木６６８番地１ 

        TEL：0737-63-1111（直通） 

        E-mail：jidou@town.yuasa.lg.jp 

 

８ 質問の受付及び回答 

⑴ 受付期限：令和８年５月２２日（金） １７時まで（必着） 

⑵ 質問方法：質問書（様式４）を電子メールで提出すること。 

上記以外で提出された質問は受け付けない。 

⑶ 質 問 先：上記７⑷に同じ 

⑷ 回答方法：令和８年５月２９日（金）までに、参加資格を満たした参加者全て

に対し、電子メールで回答する。 

 

９ 企画提案書の提出 

⑴ 提出書類 

ア 企画提案書（様式５及び任意様式（Ａ４版、左綴、両面２０ページ以内）） 
※仕様書に掲げる業務内容を各評価基準に沿って提案をまとめて提出する 

こと。 

イ スケジュール（任意様式（Ａ４版、左綴、両面２ページ以内）） 
ウ 放課後児童健全育成事業又は類似事業の契約を履行した実績を有すること    

を証する書類（様式３） 
※契約書（鑑）の写し、仕様書の写し等を添付すること。 

エ 参考見積書（様式６）及び内訳書（様式７） 
※見積りは、別紙「想定児童数一覧」記載の想定児童数等に基づき見積もる

こと。なお、想定児童数は、実際の児童数等を保証するものではない。 

⑵ 提出部数：７部（原本１部、副本６部） 
⑶ 提出期限：令和８年６月５日（金） １７時まで（必着） 
⑷ 提出方法：上記７⑶に同じ。 
⑸ 提出場所：上記７⑷に同じ。 
⑹ 提出制限：企画提案書は、１提案者について１件を限度とする。 

 
１０ 失格事項 
  本プロポーザル提案者もしくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場 
 合は、その提案者を失格とする。 
⑴ 提案書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 
⑵ 提出書類の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 
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⑶ 企画提案評価会に出席しなかったもの 
⑷ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 
⑸ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの 

 
１１ その他の留意事項 
⑴ 企画提案書等の提出書類の作成に要する費用については、提案者の負担とす

る。 
⑵ 提出された企画提案書等は返却しない。 
⑶ 提出期限以降における企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。追加資料

の提出及び企画提案書への加筆も不可とする。 
⑷ 本事業の取組状況や成果については、町のホームページや広報誌等で公表する

場合がある。 
⑸ 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、事由発生後速やかに文書で町に通

知すること。 
⑹ 仕様書は、本プロポーザルの公告の時点における本業務に対する町の考えをま

とめたものであり、契約締結前に町と受託候補者の双方が協議の上、内容を確認

し変更できるものとする。 
 
１２ 評価方法 

プロポーザルの評価は次のとおり行い、最優秀提案者を決定し、その者を当契

約の受託候補者とする。 
⑴ 企画提案評価会（プレゼンテーション及びヒアリング） 

    あらかじめ設定する評価者による企画提案評価会を開き、参加者から提出さ

れた書類、企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて下記評価

基準に基づいて評価し、最も高い評価を受けた企画提案を行った者を当該契約

の相手方となるべき候補者（以下「受託候補者」という。）として特定する。 
⑵ 開催日時及び場所等 

ア 開催日時：令和８年７月初旬 
イ 開催場所：未定 
※正式な日程・場所の詳細については、別途通知する。 

⑶ 説明者及び出席者 
    出席者は３名以内とする。 
⑷ 実施内容 

ア プレゼンテーションについては、提案説明を、２０分以内で行うこと。そ

の後、質疑応答（ヒアリングを含む）を２０分以内で行うこととする。 
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イ 提案説明は、基本的に提出済みの提案関係書を基に行うこととし、その内

容を逸脱しないこととする。 
ウ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で実施する。 
エ プロジェクターなどプレゼンテーションに必要な機材は参加者が用意する

こと。 
⑸ 評価結果の通知 

評価結果を、プロポーザル評価結果通知書（令和８年７月中旬送付予定） 

により通知する。なお、町ホームページ上で受託候補者のみ公表する。 
⑹ 評価についての注意事項 

ア 出席委員の採点合計が最上位の事業者を受託候補者として決定する。 
イ 最高得点の者が複数となった場合は、下記１３ 評価基準及び配点 評価

項目 ⑶管理運営の採点合計が最上位の事業者を受託候補者として決定す

る。 
ウ 受託候補者が辞退を申し出た場合や失格事項に該当した場合は、次順位提

案者を受託候補者とする。 
エ 本事業募集に参加した事業者が１者であっても企画提案の評価を実施し、    

１３ 評価基準及び配点 企画提案の評価における配点の採点合計が６０％

以上の場合は、受託候補者を特定することができる。 
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１３ 評価基準及び配点 
プロポーザルは次の評価基準に基づき評価する。 

 
企画提案の評価における配点 

評価項目 評価内容 配点 
⑴経営方針 ①会社の経営理念、管理責任者がその役割を理解 

しているか 
１０点 

⑵運営実績 ①業務の受託実績（受託年数・受託クラブ数） ２０点 
⑶管理運営 ①放課後児童健全育成事業運営の安定したサービ

ス水準及び実施方針            

１００点 

②事故発生時の対応、予防の体制、苦情処理 
③支援員の教育及び研修体制 
④支援員の安定的な確保及び選考方法、配置計画 
⑤支援員の給与及び福利厚生 
⑥個人情報の保護及び職務上知りえた秘密の漏洩

防止に関する考え方 
⑦法令順守の考え方 

⑷実施体制 ①契約締結後から委託業務開始までの流れ 

６０点 ②保護者との連携、交流の取り組み 
③学校、地域との連携の取り組み 

⑸特筆すべき事項 ①事業者と支援員とのコミュニケーション 
５０点 

②その他特筆すべき提案 
⑹参考見積書 ①見積価格がどの程度低く設定されているか １０点 

合計 ２５０点 
 
１４ 応募先及び問合せ先 
  湯浅町教育委員会幼児教育係  

  〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木６６８番地１ 

  TEL：0737-63-1111（直通） 

  E-mail：jidou@town.yuasa.lg.jp 
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(別紙) 

 

想定児童数一覧表 

 

名称 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

田村放課後児童クラブ １支援 １３人 １支援 １３人 １支援 １２人 

 


